
75 

第４章 資料 

１ 札幌市自治基本条例 

 前文 

私たちのまち札幌は、北の大地に、自然の恵みとともに暮らしてきた人た

ちと、日本各地から移り住んできた人たちとが、それぞれの伝統と文化を紡

ぎ、はぐくみながら、外国の先進の英知も取り入れて、北方圏の拠点都市と

して飛躍的な発展を遂げてきました。 

「わたしたちは、時計台の鐘がなる札幌の市民です」とうたい出される札

幌市民憲章は、こうした札幌の歴史と風土そして自然環境を誇りとし、昭和

38 年に市民の総意として制定され、永く市民の心のよりどころとなっていま

す。 

私たちには、この気高い市民憲章を札幌の心としながら、先人の築いたま

ちを、更に良いまちにして未来の世代に継承していく責任があります。 

私たちは、平和を愛し互いを尊び、多様な価値観を認め合って、すべての

市民が平穏な暮らしの中で自己実現できる札幌でありたいという、一人一人

の札幌への思いが、世界の人々が思い描く理想と響き合うことを願っていま

す。そして、自らの権利と責務を重く受け止め、多様な人の縁と地域の絆を

大切にして力を寄せ合い、まちづくりのために自ら主体となって選択し行動

することにより、大都市でありながら一人一人の思いや声が調和の中で生か

される、市民自治を実感できるまち札幌を目指します。 

そこで、私たちは、まちづくりの担い手である市民と議会、行政の役割や

関係を明らかにし、私たちのまちを私たちみんなの手で築いていくために、

まちづくりの最高規範として、ここに札幌市自治基本条例を制定します。 

 

第 1章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、本市のまちづくりに関し、基本理念及び基本原則を明

らかにするとともに、市民の権利及び責務、議会及び議員並びに市長その

他の執行機関(以下「市長等」という。)の役割及び責務並びにまちづくり

の基本的事項を定めることにより、市民自治によるまちづくりを実現する

ことを目的とする。 
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(定義) 

第２条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者、市内で働

き、若しくは学ぶ者及び市内において事業活動その他の活動を行う者若し

くは団体をいう。 

２ この条例において「まちづくり」とは、快適な生活環境の確保、地域社

会における安全及び安心の推進など、暮らしやすいまちを実現するための

公共的な活動の総体をいう。 

３ この条例において「市政」とは、まちづくりのうち市(議会及び市長等を

いう。以下同じ。)が担うものをいう。 

(この条例の位置付け) 

第３条 市及び市民は、本市のまちづくりの最高規範として、この条例の趣

旨を最大限に尊重しなければならない。 

２ 市は、総合計画その他まちづくりに関する計画の策定及びまちづくりに

関する条例、規則等の制定改廃等に当たっては、この条例に定める事項と

の整合を図らなければならない。 

(基本理念) 

第４条 まちづくりは、市民が主体であることを基本とする。 

２ 市政は、市民の信託に基づくものであることを基本とする。この場合に

おいて、議会及び市長は、緊張関係を適切に保ちながら市政を進めるもの

とする。 

３ 市民、議員並びに市長及び職員は、それぞれの役割や責務を相互に認識

し、不断の努力を重ね、連携して市民自治によるまちづくりに取り組むこ

とを基本とする。 

(まちづくりの基本原則) 

第５条 まちづくりは、市民の参加により行われるものとする。 

２ 市及び市民は、まちづくりを進めるために必要な情報を共有するものと

する。 

３ 市は、市民の信託に基づき、公正かつ誠実に市政を運営する責任を負う

ものとする。この場合において、市は、市政への市民参加を推進し、市民

の意思を尊重するものとする。 

 

第２章 市民 

第１節 市民の権利 

(まちづくりに参加する権利) 

第６条 すべての市民は、まちづくりに参加することができる。 
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(市政の情報を知る権利) 

第７条 すべての市民は、市政に関する情報について、公開又は提供を求め

ることができる。 

 

第２節 市民の責務 

(市民の責務) 

第８条 市民は、互いにまちづくりに参加する権利を尊重し、相互の理解及

び協力に基づいてまちづくりを進めるものとする。 

２ 市民は、まちづくりの主体であることを認識するとともに、まちづくり

に参加するよう努めるものとする。 

３ 市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任

を持つものとする。 

(事業者の責務) 

第９条 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を認識し、

地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努

めるものとする。 

 

第３章 議会及び議員 

(議会の役割及び責務) 

第 10 条 議会は、本市の意思を決定する機関として、及び執行機関を監視す

る機関として、その役割を果たすとともに、機能の充実強化に努めるもの

とする。 

２ 議会は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握

し、政策の形成に反映させるものとする。 

３ 議会は、政策形成機能の充実を図るため、積極的に調査研究を行うとと

もに、参考人制度等により広く専門家等の知見を生かすよう努めるものと

する。 

(市民に開かれた議会) 

第 11 条 議会は、十分な討論により市政における争点を明らかにするととも

に、審議に関する情報を公開することなどにより、開かれた議会運営に努

めるものとする。 

２ 議会は、議会の活動内容に関する情報を積極的に市民に提供するととも

に、広く市民の声を聴く機会を設けるものとする。 

(議員の役割及び責務) 

第 12 条 議員は、この条例に定める議会の役割及び責務を果たすため、総合

的な視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。 
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２ 議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにするととも

に、広く市民の声を聴き、これを政策形成及び議会の運営に反映させるよ

う努めるものとする。 

３ 議員は、調査研究活動等を通じ、議会における審議及び政策立案活動の

充実に努めるものとする。 

 

第４章 市長及び職員 

(市長の役割及び責務) 

第 13 条 市長は、本市の代表として、事務の管理及び執行、補助機関である

職員の指揮監督、内部組織の運営その他の職務を公正かつ誠実に遂行しな

ければならない。 

２ 市長は、市民自治によるまちづくりを推進するため、市民の意思を把握

し、市政の運営に反映させるものとする。この場合において、市長は、ま

ちづくりについての自らの考えを市民に明らかにするとともに、広く市民

の声を聴くよう努めるものとする。 

(職員の責務) 

第 14 条 職員は、全体の奉仕者として、公正かつ能率的に職務を遂行しなけ

ればならない。この場合において、職員は、市民の視点に立って職務を遂

行するとともに、市民自治によるまちづくりを推進するために必要な能力

の向上に努めるものとする。 

(職員の育成) 

第 15 条 市長その他の任命権者は、職員の適材適所の配置及び登用、職務能

力の開発等を通じて、市民自治によるまちづくりを推進する職員の育成に

努めるものとする。 

 

第 5章 行政運営の基本 

(行政運営の基本) 

第 16 条 市長等は、市民参加と情報共有を基本とした、効率的で、公正かつ

透明性の高い行政運営を行わなければならない。 

２ 市長等は、計画、財政、評価等の制度を相互に連携させ、これらに対応

した組織運営を行うなど、総合的かつ計画的な行政運営を行うよう努めな

ければならない。 

３ 市長等は、まちづくりを進めるために必要な条例の立案及び規則等の制

定改廃を適切に行うとともに、法令の解釈及び運用を適正に行うものとす

る。 
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４ 市長等は、本市の関与の大きい出資団体について、その設立目的に沿っ

た適正な運営等の視点から、必要な指導及び調整を行うものとする。 

(総合計画等) 

第 17 条 市は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、総合計画を策定す

るものとする。 

２ 市は、総合計画の策定に当たっては、市民の意見を反映させるため、そ

の計画に関する情報をあらかじめ市民に提供し、広く市民の参加を得るも

のとする。 

３ 市長等は、総合計画について、指標を用いることなどにより、その内容

及び進ちょく状況に関する情報を市民に分かりやすく提供しなければなら

ない。 

４ 前 2 項の規定は、まちづくりに関する重要な計画(総合計画を除く。)に

ついて準用する。 

(財政運営) 

第 18 条 市は、中期的な財政見通しのもとに、総合計画及び行政評価の結果

を踏まえて、予算を編成するとともに、計画的で健全な財政運営に努めな

ければならない。 

２ 市長は、毎年度の予算及び決算その他市の財政状況に関する情報を市民

に分かりやすく公表しなければならない。 

(行政評価) 

第 19 条 市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政評価に関

する制度を整備し、実施するものとする。この場合において、市長等は、

市民の視点に立った外部評価を取り入れるものとする。 

２ 市長等は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するとともに、行

政評価の結果及びこれに対する市民の意見を踏まえ、必要な見直しを行う

ものとする。 

(公正で信頼の置ける行政運営の確保) 

第 20 条 市は、公正で信頼の置ける行政運営を確保するため、監査委員制度

及び外部監査制度のほか、必要な制度の整備を進めるものとする。 

２ 市は、行政運営における市民の権利利益を擁護し、並びに行政を監視し、

及び行政の改善を図るため、別に条例で定めるところにより、オンブズマ

ンを置くものとする。 

３ 市は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、別に条

例で定めるところにより、処分、行政指導その他の行政手続に関して共通

する事項を明らかにするものとする。 
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第６章 基本原則によるまちづくりの推進 

第１節 市民参加の推進 

(市政への市民参加の推進) 

第 21 条 市は、市政への市民参加を保障するものとし、そのための制度の充

実に努めなければならない。 

２ 市は、政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民の参加を進め、

市民の意見が適切に反映されるよう努めなければならない。 

３ 市は、市政への市民参加の機会を設ける場合には、次の事項に配慮する

ものとする。 

(1) 実施の時期が適切であること。 

(2) 効果的かつ効率的な方法によること。 

(3) 事案に関係する市民又は地域に係る市民が参加できること。 

(4) 性別、年齢、障がいの有無、経済状況、文化的背景、国籍等により不

当に不利益を受けないこと。 

４ 市長等は、附属機関その他これに類するものについて、その設置の目的

等に応じ、委員の一部を公募することなどにより、幅広い市民が参加でき

るよう努めなければならない。 

５ 市は、本市の重要な政策の意思決定過程における市民参加の機会の拡大

並びに公正の確保及び透明性の向上を図るため、重要な政策案についての

意見公募制度を設けるものとする。 

６ 市は、市政に関する市民からの提案について、これを反映する仕組みを

整備するものとする。 

７ 市は、市民参加を進めるために必要な条例等を整備するものとする。 

(住民投票) 

第 22 条 市は、市政に関する重要な事項について、住民(市内に住所を有す

る者(法人を除く。)をいう。)の意思を確認するため、別に条例で定めると

ころにより、住民投票を実施することができる。 

２ 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 

(市民によるまちづくり活動の促進) 

第 23 条 市は、市民との協働によるまちづくりを進めるため、市民によるま

ちづくり活動に対して、その自主性と自立性を尊重しつつ、適切な支援を

行うものとする。この場合において、市は、必要な条例等を整備するもの

とする。 

２ 市は、まちづくりについて、市民が自ら学び、考えることができる環境

づくりに努めなければならない。 
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(青少年や子どものまちづくりへの参加) 

第 24 条 市及び市民は、青少年や子どもがまちづくりに参加することができ

るよう、必要な配慮に努めなければならない。 

 

第２節 情報共有の推進 

(情報公開) 

第 25 条 市は、市政に関して、市民に説明する責任を果たすため、別に条例

で定めるところにより、市が保有する公文書を適正に公開するものとする。 

(情報提供) 

第 26 条 市長等は、まちづくりに必要な情報について、速やかに、かつ、分

かりやすく市民に提供するよう努めるものとする。この場合において、市

長等は、まちづくりに必要な情報の収集及び適切な管理に努めなければな

らない。 

２ 市長等は、政策の立案、実施、評価等の各段階における情報を、適切な

情報伝達手段により、市民に積極的に提供するものとする。 

(個人情報の保護) 

第 27 条 市は、個人の権利利益の保護及び市政の適正な運営に資するため、

別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱う

ものとする。 

 

第３節 身近な地域におけるまちづくりの推進 

(まちづくりセンターを拠点とした地域のまちづくり) 

第 28条 市は、まちづくりセンターを拠点として、地域住民との協働により、

地域の特性を踏まえたまちづくりを進めるものとする。 

２ まちづくりセンターは、町内会、自治会等の地縁による団体若しくは地

域においてまちづくり活動を行うもの(地縁による団体を除く。)又はこれ

らの団体等により構成されるまちづくり協議会その他の団体が行うまちづ

くり活動に対して、その自主性と自立性を尊重しつつ、次に掲げる支援を

適切に行うものとする。 

(1) まちづくり活動の場及び機会の充実に関すること。 

(2) まちづくり活動に資する情報の共有に関すること。 

(3) まちづくり活動を行う団体間の連携の促進に関すること。 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、まちづくり活動に資する取組に関するこ

と。 
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(区におけるまちづくり) 

第 29 条 市は、区役所を拠点として、区民との協働により、区の課題及びそ

の特性を踏まえたまちづくりを進めるものとする。 

２ 市は、区における課題について、区民の意向を把握するとともに、区民

の合意を形成するための意見調整の場を設けるなどの支援を行い、その合

意された意見を市政に反映するよう努めるものとする。 

３ 市は、複数の区に関する課題について、関係する区民の調整が図られる

よう必要な支援を行うものとする。 

 

第 7章 他の自治体等との連携・協力 

(他の自治体等との連携・協力) 

第 30 条 市は、他の自治体と共通するまちづくりの課題について、関係する

自治体との連携を図り、その解決に努めるものとする。 

２ 市は、まちづくりの課題について、必要に応じ、北海道、国等と連携・

協力するとともに、関係する制度の整備等の提案を行うものとする。 

３ 市は、海外の自治体、組織等との連携・協力を深めるとともに、得られ

た情報や知恵を札幌のまちづくりに生かすものとする。 

 

第８章 市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価及びこの条例の見

直し 

(市民自治によるまちづくりに関する施策等の評価) 

第 31 条 市は、市民自治によるまちづくりに関する施策又は制度がこの条例

の趣旨に沿って整備され、又は運用されているかどうかを評価し、必要な

見直しを行うための仕組みを整備しなければならない。 

２ 市は、前項の規定による評価に当たっては、市民の意見が適切に反映さ

れるよう努めなければならない。 

(この条例の見直し) 

第 32 条 市は、5 年を超えない期間ごとに、市民の意見を聴いたうえで、こ

の条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直し等の必要な

措置を講ずるものとする。 
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２ その他 

  「情報共有」「市民参加」それぞれに、次のような規程やガイドラインがあ

りますので、必要に応じて参照してください。 

  

 (1) 情報共有に関する規程等 

   

関係規程等 所管 

広報全般 

札幌市広報広聴事務取扱規程 
http://www.city.sapporo.jp/reiki/reiki_honbun/aa00202921.html 

札幌市広報広聴主任制度の運用方針 
http://web.intra.city.sapporo.jp/somu/koho/kitei/kohokocho_unyo.htm 

 

広報のススメ 
http://web.intra.city.sapporo.jp/somu/kohoka/susume/index.html 

政）広報
課(2036) 

文章作成の基本等 

公用文規程 
http://www.city.sapporo.jp/reiki/reiki_honbun/aa00201411.html 

公用文に用いる敬称の取扱いに関する要綱 
http://web.intra.city.sapporo.jp/somu/housei/yoko-yoryo/honbun/koyobun-keish
o.htm 

公文書における表記方法の改善及び札幌市公用文規程の改正について 
http://web.intra.city.sapporo.jp/somu/housei/yoko-yoryo/pdf/koubunsho-hyouki-
kaizen-tuchi.pdf 

 

文書ハンドブック 
http://web.intra.city.sapporo.jp/handbook/bunsyo/book1/index.html 

総）総務
課(3265) 

印刷物の作成  

札幌市市政等資料管理要領及び同運用方針(※) 
http://web.intra.city.sapporo.jp/somu/koho/kitei/shiryo_yoko.htm 

http://web.intra.city.sapporo.jp/somu/koho/kitei/shiryo_yoko_unyo.htm 

市政等資料印刷物作成ガイドライン(※) 
http://web.intra.city.sapporo.jp/somu/koho/kitei/insatsu_guideline.htm 

総）行政
情報課 

(2132)

政）広報
課(2036) 

 

広報印刷物等の調整事務取扱要領 
http://web.intra.city.sapporo.jp/somu/koho/kitei/insatsu_jimu.htm 

政）広報
課(2036) 

印刷物の回覧等 

 まちづくりセンター経由の回覧等の実施マニュアル 
http://web.intra.city.sapporo.jp/shimin/jichi/oyakudachi/kairan.PDF 

市）区政
課(2252) 

   ※ 「情報公開ハンドブック」のページにも掲載されています。 
     http://web.intra.city.sapporo.jp/handbook/jyohokokai/index.html 
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関係規程等 所管 

ホームページの作成 

札幌市公式ホームページ取扱要綱 
http://web.intra.city.sapporo.jp/somu/koho/kitei/04homepage.html 

札幌市公式ホームページに関する基本方針 
http://www.city.sapporo.jp/kikaku/hpguideline/hoshin.html 

 

札幌市公式ホームページガイドライン 
http://www.city.sapporo.jp/kikaku/hpguideline/pdf/guideline1.pdf 

政）広報
課(2036) 

外国語の表記  

 英文表記ガイドライン 
http://www.city.sapporo.jp/kokusai/guideline.html 

政）国際
部(2032) 

男女共同参画  

 札幌市職員のための 公的広報の手引き ～男女共同参画の視点から～ 

http://web.intra.city.sapporo.jp/shimin/danjo/koho/pdf/koho.pdf 

市）男女
共同参画
課(2962) 

広告の取扱 

札幌市広告掲載要綱 
http://www.city.sapporo.jp/somu/kokoku/yoko.pdf 

札幌市広告掲載基準 

http://www.city.sapporo.jp/somu/kokoku/kijun.pdf 

広告事業公募型指名競争入札取扱要領 
http://www.city.sapporo.jp/somu/kokoku/yoryo.pdf 

政）推進
課(2061) 

札幌市役所公式ホームページ及び各区ホームページトップペ
ージ広告取扱要領 

http://www.city.sapporo.jp/city/ad/boshu/yoshiki/yoryo.pdf 

政）広報
課(2036) 

 

ウェブシティさっぽろ広告取扱要領  
http://www.city.sapporo.jp/kikaku/wcs/ad/files/yoryo.pdf 

政）ＩＴ
推進課 
(172-510)

情報公開 

札幌市情報公開条例 
http://www.city.sapporo.jp/reiki/reiki_honbun/aa00201571.html 

 

情報公開ハンドブック 
http://web.intra.city.sapporo.jp/handbook/jyohokokai/index.html 

総）行政
情報課 
(2132)

個人情報保護 

札幌市個人情報保護条例 
http://www.city.sapporo.jp/reiki/reiki_honbun/aa00209051.html 

 

個人情報保護ハンドブック 
http://web.intra.city.sapporo.jp/handbook/kojinjyoho/index.html 

総）行政
情報課 
(2132)
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 (2) 市民参加に関する規程等 

   

関係規程等 所管 

附属機関等 

札幌市附属機関等の設置及び運営に関する要綱 
http://www.city.sapporo.jp/somu/fuzokukikan/yoko.pdf 

総）総務
課(3265) 

 

札幌市審議会等委員への女性登用促進要綱 
http://www.city.sapporo.jp/somu/fuzokukikan/joseiyoko.pdf 

市）男女
共同参画
課(2962) 

意見公募（パブリックコメント）制度  

札幌市パブリックコメント手続に関する要綱 
http://www.city.sapporo.jp/somu/pub-comment/youkou.html 

パブリックコメント手続きに関する要綱の解釈と運用 
http://web.intra.city.sapporo.jp/somu/housei/housei-hp/pubcom/pubcom-yoko-k
aishaku-hon.htm 

パブリックコメント手続きＱ＆Ａ 
http://web.intra.city.sapporo.jp/somu/housei/housei-hp/pubcom/pubcom-qanda.htm 

 

各区・まちづくりセンターにおいて政策案等を公表する際の
留意事項について 
http://web.intra.city.sapporo.jp/somu/housei/housei-hp/pubcom/pubcom-ryuui-ji
ko.htm 

総）総務課
法制担当
(2164)

アンケート調査 

 意識調査等の事前調整とアンケート実施Ｑ＆Ａ 
http://web.intra.city.sapporo.jp/somu/shiminnokoe/zizenntyousei.files/jizenchosei.
htm 

政）市民の

声を聞く

課 (2042)

出前講座等 

市民と職員との直接対話事業（「出前講座」）の実施に係る事務取扱要領 
http://web.intra.city.sapporo.jp/somu/koho/kitei/demae_jimu.htm 

政）広報課

(2036) 
 

札幌市出前トーク実施要領 

 

政）市民の

声を聞く

課 (2042)

コールセンター 

札幌市コールセンター事務取扱要綱 
http://web.intra.city.sapporo.jp/kikaku/it_suishin/yoko-yoryo/06callcenter.html 

コールセンター活用ルールブック 
http://web.intra.city.sapporo.jp/kikaku/crm/files/rulebook_ver3.0.pdf 

Q&A ハンディマニュアル 
http://web.intra.city.sapporo.jp/kikaku/crm/files/handymanual_ver5.0.pdf 

 

市民対応履歴閲覧システム 
http://crm.intra.city.sapporo.jp/web/ 

政）ⅠＴ推
進課 
(172-510)
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 職員のための情報共有・市民参加推進の手引き【解説書】 

 

 平成２０年１２月 発行   平成 21年 4月 改編 

 編集・発行 札幌市市民自治推進本部 

（事務局：市民まちづくり局市民自治推進室市民自治推進課） 

       〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 

       ℡ 011-211-2253  FAX 011-218-5156 

       E-mail shiminjichi@city.sapporo.jp 

              HP      http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/ 

 

市政等資料番号 01-F00-08-1029

関係部局保存期間 常  用 
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